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第７章 計画の進捗管理・目標の達成状況の評価 

１ 基本方針の評価 

第 4章では、当市の公共交通ネットワークが目指すべき方向性を基本方針として定め、

達成状況を評価するための目標設定を行っている。 

当該方針の達成に向け、第 5 章において取組方針を定め、これを具体化する施策とし

て、第 6章では地域別のバス路線の再編計画と公共交通の利用促進の取組を定めている。 

本計画の基本方針の達成状況については、バス路線の再編と利用促進策からなる施策

の効果の評価を行い、各施策の実施により期待される効果や、更なる改善の必要性を検

証する。 

これらの評価により、施策の効果が十分でないと判断された場合や、基本方針の目標

の達成が難しいと判定される場合は、個々の施策の改善や方針転換を含めた検討を行う

ものとする。 

 

図表 7-1 評価の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４章 基本方針及び目標 

１ 市民の日常生活の移動手段を確保 

 （目標） 

 ① 路線バス及び市営バスの利用者数

の目標値の達成 

 ② 市民の声アンケート※9結果の向上 

２ 持続可能な公共交通ネットワーク

を構築 
 （目標） 

 ① 市の財政負担を目標額以内に抑制 

 ② 路線バスの平均収支率の目標値の

達成 

第６章 主要施策 

１ バス路線の再編計画 
 ・ 路線バス等の運行の見直し 

２ 公共交通の利用促進の取組 
 ・ 分かりやすい情報提供 

 ・ サービスの向上 

 ・ モビリティ・マネジメント※37 

３ 大雪時における公共交通の確保 

４ 新しい技術の活用に向けた検討 

第５章 取組方針 

１ バス路線の役割分担に基づ

く再編の考え方 

２ バス路線の評価と方向性の

検討 

３ 多様な移動手段の検討 

４ バス路線がない地域の移動

手段の確保 

５ 鉄道 

６ 公共交通を利用しやすい環

境の整備 

第７章 進捗管理・評価 

１ 基本方針の評価 
・目標の達成状況を評価 

２ 施策の評価 

・評価フローによる判定 

・公共交通の利用者数の維持・確保

の観点からの検証 

取組の方向

性を整理 

具体化するための取組 

取組の

評価 

改善 

方針転換 
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２ 施策の評価 

⑴ バス路線の再編の評価 

地域別のバス路線の再編計画については、バス路線の再編後、毎年度、第 5 章 2 の

評価フローに基づく評価と、市の財政負担への影響の検証を行うほか、第 4 章に定め

る具体的な目標達成に向けた進捗状況を分析し、これらについて地域住民と情報を共

有し、住民とともに継続して見直しを行うこととする。 

なお、評価フローによる評価の結果、評価結果が前回よりも悪化した場合のほか、1

便当たり利用者数が 1 人を下回った場合、公共交通の利用状況の改善が見られない場

合は、路線の更なる見直しを行う。 

また、市の財政負担について、当初予定していた削減・抑制効果が見込めない場合

は、その要因を分析し、改めて財政負担の削減・抑制につながる取組を検討するととも

に、利用促進について、地域と協議し、改善に努めるものとする。 

さらに、本計画の目標達成が難しいと見込まれる場合についても、同様にバス路線の

更なる見直しや改善を行うものとする。 

 

⑵ 利用促進策の評価 

公共交通の利用促進策については、公共交通の利用者数の維持・確保への寄与の度合

いの観点から、毎年度その効果を検証する。 

検証の結果、施策の効果が不十分である場合のほか、本計画の目標達成が難しいと見

込まれる場合は、施策の改善を図るとともに、効果の薄い施策の廃止や新たな施策の

実施に取り組むものとする。 

 

３ 評価体制 

計画の評価は、市が実施した後、その結果を地域公共交通活性化協議会※5 に報告し、

施策の改善や方針転換等について議論する。 

また、毎年度の評価結果は、随時地域の住民と情報を共有するとともに、施策の更なる

改善策等を検討する。 

  


